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公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

１　病院又は診療所 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

２　劇場、観覧場、映画館又は演芸場 当該用途に供する部分の床面積

の合計（以下「用途面積」という。）

の合計が200平方メートル以上の

施設

公共的施設及び特定施設の解説

○　公共的施設について

条例第２条第１項では、「公共的施設」を病院、劇場、集会場、百貨店、官公庁の庁舎、

公園、道路、公共交通機関の施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設及びこれ

に準ずる施設で規則で定めるもの並びにこれらに附帯する施設、と定義しており、また、

条例第15条では公共的施設の新築等に当たっては、高齢者、障害者等が円滑に利用でき

るようにするために必要な整備基準を遵守することとされている。

設置主体や管理主体が民間であるか官公庁であるかを問わず、多くの県民の利用に供

される施設が公共的施設であり、その規模の大小を問わずに高齢者、障害者等の円滑な

利用に配慮して整備することが求められているものである。

公共的施設は、具体的には規則第２条第１項に、建築物、公園等、道路、建築物以外

の公共交通機関の施設、建築物以外の路外駐車場の区分に応じて規定されている。

公共的施設の具体例については、以下の解説を参照いただきたい。

○　特定施設について

条例では、「特定施設」は公共的施設のうち規則で定める施設とされ、新築等に当たっ

ては、あらかじめ、知事に届け出なければならないこととされている（条例第16条第１

項）。

特定施設は公共的施設の区分に応じて具体的な定めがなされているが、その具体例に

ついては、以下の解説を参照いただきたい。

１　建築物

〔解説〕

この項では、病院又は診療所を公共的施設として規定し、そのすべての施設を特定施設

としている。

〔参考〕

病院に関する規定� 医療法第１条の５第１項

診療所に関する規定� 医療法第１条の５第２項
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公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

５　薬局 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

４　展示場 用途面積の合計が1,000平方メー

トル以上の施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

３　集会場又は公会堂 用途面積の合計が200平方メー

トル以上の施設

〔解説〕

この項では、劇場、観覧場（競馬・競輪場、観客スタンドを有する競技場等）、映画館

又は演芸場を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が200平方メートル以上

の施設を特定施設としている。

ここで、「用途面積」とは、特定施設の主要な用途に供する部分の延床面積をいう。映

画館を例にすれば、玄関、売店などだけではなくボイラー室のように当該施設と用途上不

可分の部分も含めた面積となる。しかしながら、単に同一棟であるからという理由で用途

面積に含まれるものでもない。例えば、映画館と同一棟の従業員宿舎の場合、従業員宿舎

は用途上可分な部分であり、用途面積には含めないこととなる。

ただし、整備基準の適用は、不特定かつ多数の者が利用（これに準ずる場合を含む。）

する部分に限られるので、ボイラー室などには適用されないので注意を要する。

〔解説〕

この項では、集会場又は公会堂を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が

200平方メートル以上の施設を特定施設としている。

なお、集会場には市民会館、公民館、研修施設などが考えられる。

〔解説〕

この項では、展示場を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が1,000平方

メートル以上の施設を特定施設としている。

〔解説〕

この項では、薬局を公共的施設として規定し、そのすべての施設を特定施設としている。

〔参考〕

薬局に関する規定　　薬事法第２条第12項
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公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

８　老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健

施設、身体障害者社会参加支援施設、児童福祉施

設、障害福祉サービス（生活介護、施設入所支

援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に

限る。）を行う施設又は福祉ホーム

すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

７　ホテル又は旅館 用途面積の合計が1,000平方メー

トル以上の施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

６　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む

店舗

用途面積の合計が500平方メー

トル以上の施設

〔解説〕

この項では、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗を公共的施設として規

定し、そのうち用途面積の合計が500平方メートル以上の施設を特定施設としている。

なお、薬局は、前項に規定されているため、この項でいうその他の物品販売業を営む店

舗には含まれない。

また、物品販売業を営む店舗には、新車や中古車の販売所なども含まれるものである。

〔解説〕

この項では、ホテル又は旅館を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が

1,000平方メートル以上の施設を特定施設としている。

〔参考〕

ホテル・旅館に関する規定　　　旅館業法第２条第３項

〔解説〕

この項では、老人福祉施設（老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援セン

ター）、有料老人ホーム、介護老人保健施設、身体障害者社会参加支援施設（身体障害者

福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設）、児童

福祉施設（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児

童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、

児童自立支援施設及び児童家庭支援センター）、障害福祉サービスのうち生活介護、施設

入所支援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う施設、又は福祉ホームを公共

的施設として規定し、そのすべての施設を特定施設としている。
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〔参考〕

　老人福祉施設に関する規定　　　　　　　　　老人福祉法第５条の３

　有料老人ホームに関する規定　　　　　　　　老人福祉法第29条第１項

　介護老人保健施設に関する規定　　　　　　　介護保険法第８条第25項

　身体障害者社会参加支援施設に関する規定　　身体障害者福祉法第５条第１項

　児童福祉施設に関する規定　　　　　　　　　児童福祉法第７条第１項

　生活介護サービスに関する規定　　　　　　　障害者総合支援法第５条第７項

　施設入所支援サービスに関する規定　　　　　障害者総合支援法第５条第10項

　自立訓練サービスに関する規定　　　　　　　障害者総合支援法第５条第12項

　就労移行支援サービスに関する規定　　　　　障害者総合支援法第５条第13項

　就労継続支援サービスに関する規定　　　　　障害者総合支援法第５条第14項

　福祉ホームに関する規定　　　　　　　　　　障害者総合支援法第５条第28項

〔解説〕

この項では、体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場（パチンコ店、マージャン店、

ゲームセンター等）を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が1,000平方メ

ートル以上の施設を特定施設としている。

この項の対象となるのは建築物であるので、屋外の水泳場は対象とならないこととなる

（ただし、観覧場を有する場合は観覧場が対象となる場合がある。）。

なお、不特定かつ多数の者が利用するフィットネスクラブ（会員制の場合を含む。）の

施設は対象となるが、福利厚生等の目的から従業員のみを対象とする企業の体育館等の施

設は対象とならないので注意を要する。

〔解説〕

この項では、博物館、美術館又は図書館を公共的施設として規定し、そのすべての施設

を特定施設としている。

なお、博物館には、水族館が含まれる場合があるので注意を要する。

〔参考〕

博物館に関する規定　　博物館法第２条第１項、第31条

美術館に関する規定　　美術品の美術館における公開の促進に関する法律第２条第２号

図書館に関する規定　　図書館法第２条第１項

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

10　博物館、美術館又は図書館 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

９　体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場 用途面積の合計が1,000平方メー

トル以上の施設
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〔解説〕

この項では、公衆浴場を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が1,000平

方メートル以上の施設を特定施設としている。

〔参考〕

公衆浴場に関する規定　公衆浴場法第１条第１項

〔解説〕

この項では、飲食店を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が500平方メ

ートル以上の施設を特定施設としている。

なお、組合員、会員などに利用を限定している場合であっても、不特定かつ多数の者が

組合員、会員などになる資格を有する場合には、体育館などの例と同様に村象となるので

注意を要する。

〔解説〕

この項では、理容所、美容所、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋をはじめとするサ

ービス業を営む店舗を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が100平方メー

トル以上の施設を特定施設としている。

その他これらに類するサービス業を営む店舗の例としては、旅行代理店などがある。

〔参考〕

理容所に関する規定　理容師法第１条の２第３項

美容所に関する規定　美容師法第２条第３項

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

12　飲食店 用途面積の合計が500平方メー

トル以上の施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

13�　理容所、美容所、クリーニング取次店、質屋、

貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む

店舗

用途面積の合計が100平方メー

トル以上の施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

11　公衆浴場 用途面積の合計が1,000平方メー

トル以上の施設
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公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

14　金融機関又は証券会社の店舗 用途面積の合計が100平方メー

トル以上の施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

15　車両の停車場又は船舶の発着場を構成する建築

物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

用途面積の合計が100平方メー

トル以上の施設

〔解説〕

この項では、金融機関（都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商

工組合中央金庫、農林中央金庫、日本政策金融公庫、労働金庫又は農業協同組合（金融機

関の部分に限る））及び金融商品取引業者の店舗を公共的施設として規定し、そのうち用

途面積の合計が100平方メートル以上の施設を特定施設としている。なお、ここで金融機

関と抽象的な定めがなされているのは、各金融機関を列挙した場合、政府関係金融機関の

整理統合や金融再編に伴う金融機関の整理統合に伴う規則改正の煩を避けるための配慮で

ある。

この項は、バリアフリー法施行令で、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

とあるのと同様の概念である。

ところで、金融機関等の店舗のうち例えば電算処理センターのように不特定かつ多数の

者が利用しない部分は整備基準適用の対象とならないので注意を要する。

〔参考〕

銀行に関する規定� 銀行法第２条第１項

信用金庫に関する規定� 信用金庫法第４条

信用組合に関する規定� 中小企業等協同組合法第３条第２号

商工組合中央金庫に関する規定� 商工組合中央金庫法第２条

農林中央金庫に関する規定� 農林中央金庫法第３条

日本政策金融公庫に関する規定� 日本政策金融公庫法第１条

労働金庫に関する規定� 労働金庫法第６条

農業協同組合に関する規定� 農業協同組合法第10条

金融商品取引業者に関する規定� 金融商品取引法第28条

〔解説〕

この項では、鉄道の駅や船舶の発着場のうち建築物について公共的施設として規定し、

そのうち用途面積の合計が100平方メートル以上の施設を特定施設としている。

〔参考〕

停車場に関する規定　　鉄道事業法第８条第１項
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公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

16　一般公共の用に供される自動車車庫 用途面積の合計が 500 平方メー

トル以上の施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

17　公衆便所 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

18　郵便局 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

19　ガス小売事業、電気事業、電気通信事業その他

公益上必要な事業を営む営業所及び事務所

すべての施設

〔解説〕

この項では、一般公共の用に供される自動車車庫のうち建築物として扱われるものにつ

いて公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が500平方メートル以上の施設を

特定施設としている。

〔解説〕

この項では、公衆便所を公共的施設として規定し、そのすべての施設を特定施設として

いる。

〔解説〕

この項では、郵便局（一般の郵便局、特定郵便局及び簡易郵便局）を公共的施設として

規定し、そのすべての施設を特定施設としている。

〔参考〕

郵便局に関する規定　　日本郵政株式会社法第２条第４項

〔解説〕

この項では、ガス、電気、電話などの公益事業の営業所、事務所を公共的施設として規

定し、そのすべての施設を特定施設としている。

この場合、事務所のうち例えば電算処理センターのように不特定かつ多数の者が利用し

ない部分は整備基準適用の対象とならないので注意を要する。

〔参考〕

ガス小売事業に関する規定　ガス事業法第２条

電気事業に関する規定　　　電気事業法第２条

電気通信事業に関する規定　電気通信事業法第２条
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公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

20　官公庁の庁舎 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

21　学校 用途面積の合計が100平方メー

トル以上の施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設

22　工場

特　　定　　施　　設

見学のための施設を有するもの

公　　　共　　　的　　　施　　　設

23　事務所

特　　定　　施　　設

用途面積の合計が2,000平方メー

トル以上の施設

〔解説〕

この項では、他の項に規定する建築物に該当しない官公庁の庁舎を公共的施設として規

定し、そのすべての施設を特定施設としている。

なお、官公庁とは、国、地方公共団体の機関その他各種の公の機関をいい、その庁舎と

は、国の出先機関の庁舎・政府関係機関の事務所、県の本庁舎・出先機関の庁舎、市町村

の役場・出張所等をいう。

〔解説〕

この項では、学校教育法の学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校）、専修学校、各種学校を公共的施

設として規定し、そのうち用途面積の合計が100平方メートル以上の施設を特定施設とし

ている。

〔参考〕

学校に関する規定� 学校教育法第１条

専修学校に関する規定� 学校教育法第82条の２

各種学校に関する規定� 学校教育法第83条第１項

〔解説〕

この項では、工場を公共的施設として規定し、そのうち見学のための施設を有するもの

を特定施設としている。

なお、工場については不特定かつ多数の者の利用は考えにくいため、整備基準の適用は、

結局は、見学のための施設に限られることとなろう。

〔解説〕

この項では、事務所を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が2,000平方
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公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

24　共同住宅 戸数が51以上の施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

25　火葬場 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設

26　冠婚葬祭施設

特　　定　　施　　設

用途面積の合計が100平方メー

トル以上の施設

メートル以上の施設を特定施設としている。

〔解説〕

この項では、共同住宅を公共的施設として規定し、そのうち戸数が51以上の施設を特定

施設としている。

共同住宅については利用者が特定されている建築物であるという見方もありえようが、

分譲、賃貸にかかわらず高齢者、障害者等の入居の機会が確保できるよう、一定規模以上

のものについては対象とされている。

なお、共同住宅における整備基準の適用は、不特定かつ多数の者の利用に供される共用

部分のみに限られ、各住戸の内部にまでは適用されないものである。

〔解説〕

この項では、火葬場を公共的施設として規定し、そのすべての施設を特定施設としてい

る。

〔参考〕

火葬場に関する規定　墓地、埋葬等に関する法律第２条第７項

〔解説〕

この項では、冠婚葬祭施設を公共的施設として規定し、そのうち用途面積の合計が100

平方メートル以上の施設を特定施設としている。

〔解説〕

この項では、第24項（共同住宅）を除く他の項に掲げられた建築物で、それぞれの用途

では特定施設とならない場合であってもそれらの用途面積の合計が2,000平方メートル以

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

13�　理容所、美容所、クリーニング取次店、質屋、

貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む

店舗

用途面積の合計が100平方メー

トル以上の施設
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上の施設を特定施設としている。

したがって、整備基準は複合用途建築物の共用部分についてのみ通用され、それぞれの

用途に供する部分については個別にそれぞれ該当する項に照らして特定施設であるか否か

を判断することとなる。

　２　公園等

〔解説〕

この項では、児童福祉法の児童遊園を公共的施設として規定し、そのすべての施設を特

定施設としている。

〔参考〕

児童遊園に関する規定　児童福祉法第40条

〔解説〕

この項では、都市公園法の都市公園を公共的施設として規定し、そのすべての施設を特

定施設としている。

〔参考〕

都市公園に関する規定　都市公園法第２条第１項

〔解説〕

この項では、児童遊園又は都市公園に類する公園等を公共的施設として規定し、そのす

べての施設を特定施設としている。

なお、自然公園法の公園については自然の風景地を保護する等の同法の目的にかんがみ、

対象とはされていないので注意を要する。

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

１�　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第40条に

規定する児童遊園

すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

２�　都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第１

項に規定する都市公園

すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設

３�　その他１又は２に類する公園で国又は地方公共

団体が設置するもの

特　　定　　施　　設

すべての施設



公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

１　鉄道の駅舎 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

　道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に

規定する道路（自動車のみの一般交通の用に供する

ものを除く。）

すべての施設
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〔解説〕

この項では、動物園又は植物園を公共的施設として規定し、そのすべての施設を特定施

設としている。

〔解説〕

この項では、遊園地を公共的施設として規定し、そのすべての施設を特定施設としてい

る。

　３　道 路

〔解説〕

この項では、道路法による道路のうち自動車のみの一般交通の用に供するものを除いた

ものを公共的施設として規定し、そのすべての施設を特定施設としている。

なお、道路法に定める道路以外の道路（農道、林道等）は、特定の者の一定の目的のた

めに設置されるものであることから対象外とされている。

〔参考〕

道路に関する規定　道路法施行規則第２条、第３条

　４　建築物以外の公共交通機関の施設

〔解説〕

この項では、鉄道の駅舎のうち建築物以外の部分について公共的施設として規定し、そ

のすべての施設を特定施設としている。

〔参考〕

鉄道の駅舎に関する規定　鉄道事業法第８条

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

４　動物園又は植物園 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

５　遊園地 すべての施設



144

公　　　共　　　的　　　施　　　設 特　　定　　施　　設

２　船舶に係る旅客施設 すべての施設

公　　　共　　　的　　　施　　　設

　駐車場法（昭和32年法律第106号）第２条第２号

に規定する路外駐車場（機械式駐車場を除く。）

〔解説〕

　この項では、船舶に係る旅客施設のうち建築物以外の部分（旅客乗降用固定施設など）

について公共的施設として規定し、そのすべての施設を特定施設としている。

〔参考〕

旅客施設の例　港湾法第２条第５項第７号

　　５　建築物以外の路外駐車場

〔解説〕

この項では、機械式駐車場を除く駐車場法の路外駐車場を公共的施設として規定し、そ

のうち駐車場法第12条の規定による届出を必要とする施設（面積500平方メートル以上）

を特定施設としている。

〔参考〕

路外駐車場の届出に関する規定　駐車場法第12条

特　　定　　施　　設

駐車場法第12条の規定による届

出を必要とする施設
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整  備  基  準  の  解  説

○　整備基準について

�　条例第14条では、公共的施設の構造及び設備の整備に閲し、高齢者、障害者等が円滑

に利用できるようにするために必要な基準を定めることとし、これを「整備基準」と呼

ぶこととしている。また、整備基準は、出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場等

について、公共的施設の区分に応じて定められている。

　以下は、公共的施設の区分に応じて定められた整備箇所及び整備基準の説明である。

　１　建築物

整　備　箇　所 整　　　　　備　　　　　基　　　　　準

１　出入口 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに各室の

出入口のうち、それぞれ 1 以上の出入口は、次に定める構造とする

こと。

⑴　幅は、内法を 80 センチメートル以上とすること。

⑵�　戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造

又は車いすを使用している者（以下「車いす使用者」という。）が

円滑に開閉して通過できる構造とすること。

⑶　車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

〔解説〕

　出入口に関する整備基準は、建築物の直接地上へ通ずる出入口（以下「建物出入口」と

いう。）及び駐車場へ通ずる出入口（以下「駐車場出入口」という。）並びに不特定かつ多

数の者が利用する各室の出入口（以下「重出入口」という。）について、各々１以上を車椅

子使用者が通過できるような構造とすること、とされている。

　なお、不特定かつ多数の者が利用しない従業員専用出入口などは、整備基準の対象とは

ならない。

〔解釈〕

○�　「駐車場出入口」とは、例えば百貨店の地下駐車場がある場合に百貨店部分から当該

駐車場部分へ通じる出入口をいい、建物出入口に該当しないものを指している。

○　避難階が複数ある場合は、それぞれの階に規定を満たす出入口が必要である。

○　出入口の幅「内法80センチメートル」は、車椅子が通過できる幅員である。

○�　「車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造」とは、車椅子使用者が通過できな

い構造の扉（例、回り扉）としないことを求めているものである。

○�　「車椅子使用者が通過する際に支障となる段」とは、車椅子使用者が楽に通過できる

仕様の段（例、高低差が２cm程度以内で丸みをもたせた段）以外の段をいう。
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整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

２�　廊下その他

これに類する

もの（以下「廊

下等」という。）

⑴　表面は、租面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

⑵�　段を設ける場合においては、当該段は、３の項に定める構造に

準じたものとすること。

⑶�　直接地上へ通ずる１の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ

通ずる１の項に定める構造の各出入口から室の１の項に定める構

造の出入口に至る経路のうち、それぞれ１以上の経路において

は、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、４

の項に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該１以

上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。

　①　幅は、内法を120センチメートル以上とすること。

　②�　廊下等の末端の付近の構造は車椅子の転回に支障のないもの

とし、かつ、区間50メートル以内ごとに車椅子が転回すること

ができる構造の部分を設けること。

　③�　高低差がある場合においては、⑸に定める構造の傾斜路及び

その踊場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。

　④�　１の項に定める構造の出入口並びに４の項に定める構造のエ

レベーター及び車椅子使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入

口に接する部分は、水平とすること。

⑷�　直接地上へ通ずる出入口のうち１以上の出入口から人又は標識

により視覚障害者に公共的施設全体の利用に関する情報提供を行

うことができる場所（以下「受付等」という。）までの廊下等（不

特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する

ものに限る。）には、視覚障害者を誘導するための床材（周囲の床

材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別し

やすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。）を敷設し、又

は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる施設

を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤

務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視

覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。

⑸�　廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造と

すること。

　①�　幅は、内法を120センチメートル（段を併設する場合にあって

は、90センチメートル）以上とすること。

　②�　勾配は、12分の1（傾斜路の高さが16センチメートル以下場合

にあっては、8分の1）を超えないこと。

　③�　高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75

センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を
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　　設けること。

　④　傾斜路には、手すりを設けること。

　⑤　表面は、租面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

　⑥�　傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明

度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいも

のとすること。

　⑦�　傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分（不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに

限る。）には、視覚障害者の注意を喚起するための床材（周囲の

床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識

別しやすい床材に限る。以下、「注意喚起用床材」という。）を

敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がない場合に

おいては、この限りでない。

〔解説〕

廊下については、不特定かつ多数の者が利用する場合の共通の基準として、①滑りにく

い材料で仕上げること、②段を設ける場合にはつまずきにくい構造とすること等について

規定している。

また、一定の経路上の廊下については、車椅子使用者が通行可能な構造とすることを求

めている。この一定の経路とは、車椅子使用者が通行可能な建物出入口又は車椅子使用者

が通行可能な駐車場出入口から車椅子使用者が通行可能な建物出入口に至る経路のことで

ある。

〔解釈〕

○�　廊下の「幅員120cm」は、人が横向きになれば車椅子とすれ違え、又、二本杖使用者

が円滑に通過できるものである。

○�　「車椅子の転回に支障ないもの」及び「車椅子が転回することができる構造の部分」

とは、150cm角以上のスペースやＴ字形の交差部などが該当する。なお、廊下の幅が

150cm以上ある場合は、転回スペースがあるものとみなすことができる。

○�　「車椅子使用者用特殊構造昇降機」とは、段差解消機をいう。なお、段差解消機に

は、すでに建築基準法第38条の規定に基づく一般認定を受けている製品もある。

○�　誘導用床材の敷設については、不特定かつ多数の者が利用、又は主として視覚障害者

が利用するものに限り適用されるため、通常の老人ホーム等には適用されない。注意喚

起用床材についても同様である。

○�　⑷において、視覚障害者の誘導上支障のない場合とは、建物出入口にインターホンの

設置により、常時勤務する者が対応する場合、などが考えられる。

○�　傾斜路の「幅員120cm」は、廊下の幅員と同様な意味合いである。なお、段を併設す

る場合の「幅員90cm」は、傾斜路を車椅子で通行できる幅員である。

○�　勾配は、12分の１（国際シンボルマーク掲示のための基準）以下を基本とし、高低差
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が16cm以下の場合には、建築基準法に規定されている最大勾配の８分の１以下とするこ

とができる、としている。

○�　踊場は、傾斜路の長さが長くなる場合（勾配12分の１の場合９ｍ）には、車椅子使用

者が休憩や加速ができるように平たん部を設けるためのものである。

○�　傾斜路の手すりについては、設置することを求めているので、少なくとも片側に設置

すれば足りることとなる。なお、利用者の便宜に配慮し、両側に設置することの検討も

必要であろう。

○�　⑸⑦において、視覚障害者の利用上支障がない場合とは、①勾配が20分の１を超えない傾

斜がある部分の上端に近接するものである場合、②高さが16センチメートルを超えず、

かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合、③

主として自動車の駐車の用に供する部分に設けるものである場合、などが考えられる。

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

３�　階段（その

踊場を含む。

以下同じ。）

　直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構

造（当該公共的施設が一般公共の用に供される自動車車庫である場

合にあっては、次の⑴から⑷までに定める構造）とすること。

⑴　手すりを設けること。

⑵�　主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構

造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、

この限りでない。

⑶　表面は、租面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

⑷�　踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等に

より段を識別しやすいものとし、かつ、つまづきにくい構造とす

ること。

⑸�　階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分（不特定かつ多数

の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）

には、注意喚起用床材を敷設すること。ただし、視覚障害者の利

用上支障がない場合においては、この限りでない。

〔解説〕

　階段については、不特定かつ多数の者が利用する避難階以外の階に通ずるものは、整備

基準に適合することを求めている。

〔解釈〕

○�　自動車車庫について⑸が適用されないのは、視覚障害者の場合、自動車の運転は視覚

障害者以外の者が行い、同行（視覚障害者を誘導）することが想定されるからである。

○　回り段とは、らせん階段などである。

○　注意喚起用床材の敷設について、その適用範囲は、「２�廊下等」と同様である。

○�　視覚障害者の利用上支障がない場合とは、①主として自動車の駐車の用に供する部分
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に設けるものである場合、②段がある部分と連続して手すりがを設けるものである場

合、などが考えられる。

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

４�　エレベータ

ー

　直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設で用途面積

の合計が2,000平方メートル以上のものには、次に定める構造のエレ

ベーターを設けること。

⑴�　籠は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する居室（以下「利用居室」という。）、車椅子使用

者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、

かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房（以下「車

椅子使用者用便房」という。）又は車椅子使用者が円滑に利用でき

る駐車施設（以下「車椅子使用者用駐車施設」という。）がある階

及び地上階に停止すること。

⑵�　籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とするこ

と。

⑶　籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。

⑷�　乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、

150センチメートル以上とすること。

⑸�　籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に

制御装置を設けること。

⑹�　籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装

置を設けること。

⑺�　乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設ける

こと。

⑻　籠の幅は、140センチメートル以上とすること。

⑼　籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。

⑽�　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用

するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、(1)から(9)までに定

めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害

者の利用上支障がない場合においては、この限りでない。

　①�　籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の

閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

　②�　籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が利用

しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっ

ては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、点字、文字

等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法によ

り視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
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　③�　籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により

知らせる装置を設けること。

⑾�　エレベーターの付近に、当該エレベーターがある旨を見やすい

方法により表示すること。

〔解説〕

　直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設で用途面積の合計が2,000平方メートル

以上のものについては、整備基準により整備したエレベーターを１以上設けることとして

いる。

〔解釈〕

○�　利用居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設が設けられていない階は、

当該階が車いす使用者による利用が見込まれない階であるためエレベーターのかごの停

止を求めていない。

○�　エレベーターの付近において、見やすい位置に、見やすい大きさの標識を設ける等の

方法により、当該エレベーターがある旨を表示する。

○�　標識は、表示すべき内容が容易に識別できるものが望ましい。（例．日本産業規格

「案内用図記号」JIS�Z�8210）

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

５　便所 ⑴�　便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所

を１以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ１以

上）設けること。

　①　車椅子使用者用便房が設けられていること。

　②�　車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入

口の幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

　③�　車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入

口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が円

滑に開閉して通過できる構造とすること。

⑵�　男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式の小

便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下の

ものに限る。）その他これらに類する小便器(以下「床置式の小便器

等」という。）がある便所を１以上設けること。

⑶�　便所の付近に、当該便所がある旨を見やすい方法に表示するこ

　と。

⑷�　便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構

造の水洗器具を設けた便房を1以上設けるよう努めること。

〔解説〕

　便所に関する整備基準では、特定施設内に１以上の車椅子使用者用便房及び１以上の床
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置式の小便器等を設置することとしている。なお車椅子使用者用便房に男女の区分を設け

る場合は、各１以上の車椅子使用者用便房を設置することとなる。

なお、便所に関する整備基準は、他の整備箇所同様、不特定かつ多数の者が利用する便所

に適用され、従業員専用の便所などには通用されない。また、便所の設置箇所が利用者に

明瞭に表示されるなどの適切な情報提供も重要であろう。

〔解釈〕

○�　車椅子使用者用便房は、建築物内の便所の位置、出入口と便座の関係等様々な平面計

画がありうることから、「車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面

積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房」と規定し、具

体的な寸法については規定されていない。

○�　車椅子使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅80cmは、車椅子が

通過できる幅員である。

○�　車椅子使用者用便房の設置に当たっては、車椅子使用者用に限定することなく、可動

式簡易ベッドを設置するなどして、乳幼児などの使用も可能とするような工夫も必要で

あろう。

○�　便所の付近において、見やすい位置に、見やすい大きさの標識を設ける等の方法によ

り、当該便所がある旨を表示する。

○�　標識は、表示すべき内容が容易に識別できるものが望ましい。（例．日本産業規格

「案内用図記号」JIS�Z�8210）

○　水洗器具とはオストメイト（人工肛門･人口膀胱造設者）対応の設備である。

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

６　駐車場 ⑴　駐車場には、車椅子使用者用駐車施設を設けること。

⑵�　車椅子使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものと

すること。

　①�　車椅子使用者用駐車施設は、当該車椅子使用者用駐車施設へ

通ずる１の項に定める構造の出入口から当該車椅子使用者用駐

車施設に至る経路（⑶に定める構造の駐車場内の通路又は７の

項の⑴から⑶までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限

る。）の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

　②　幅は350センチメートル以上とすること。

　③�　車椅子使用者用である旨を見やすい方法により表示するこ

と。

⑶�　車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車椅子使用者用駐

車施設に至る駐車場内の通路は、７の項の⑴から⑶までに定める

構造とすること。
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〔解説〕

　整備基準では、建築物には１以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること、としてい

る。

〔解釈〕

○�　「車椅子使用者用駐車施設へ通ずる～出入口」とは、建物出入口と駐車場出入口のい

ずれをも含む。

○�　車椅子使用者用駐車施設の幅350cmとは、車椅子使用者が自立して乗降できるよう十

分なスペースを確保するためのものである。

○�　車椅子使用者用駐車施設の表示は、床面への表示とともに、看板等により立面の表示

をすることが利用者の便宜となろう。

○�　建物出入口から車椅子使用者用駐車施設までの経路上には敷地内の通路が、駐車場出

入口から車椅子使用者用駐車施設までの経路上には駐車場内の通路があるが、これらの

通路を通行する視覚障害者には運転手等の同行（誘導）が想定されるため、誘導用床材

等の敷設は必要としない。

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

７�　敷地内の通

路

⑴　表面は、租面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

⑵�　段を設ける場合においては、当該段は、３の項の(1)から(4)まで

に定める構造に準じたものとすること。

⑶�　直接地上へ通ずる１の項に定める構造の各出入口から当該公共

的施設の敷地の接する道若しくは空地（建築基準法第43条第１項

ただし書に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。）

又は車椅子使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞ

れ１以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただ

し、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であ

り、かつ、直接地上へ通ずる１の項に定める構造の出入口から道

等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷

地内の通路については、この限りでない。

　①　幅員は、120センチメートル以上とすること。

　②�　高低差がある場合においては、⑸に定める構造の傾斜路及び

その踊場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。

⑷�　公共的施設（一般公共の用に供される自動車車庫を除く。）の直

接地上へ通ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、そ

れぞれ１以上の敷地内の通路（不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として視覚障害者が利用するものに限る。）は、次に定める構

造とすること。ただし、視覚障害者の利用上支障がない場合にお

いては、この限りでない。

　①�　誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する
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　　装置その他これに代わる装置を設けること。

　②�　車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段

の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起

用床材を敷設すること。

⑸�　敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、２の項の⑸

の①から⑤までに定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊場及

び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色と

すること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

〔解説〕

　敷地内の通路については、建物出入口から道等に通ずるもの又は屋外の車椅子使用者用

駐車施設に至る通路の構造について定めたものである。道等から車椅子使用者用駐車施設

に至る通路については、当該公共的施設を利用する障害者等が経由することは想定されな

いため、整備基準の対象とはされていない。

　なお、バス等が走行するような構内道路を備えた敷地内に複数の建築物が存在し、各建

築物の近くまで高齢者、障害者等がバス、タクシー等で到達することが想定できる場合に

は、当該道路に接する部分から建築物の出入口までの部分を整備すれば十分であるとも考

えられる。

〔解釈〕

○�　通路の幅員120cmは、人が横向きになれば車椅子とすれ違え、二本杖使用者が円滑に

通行できるものである。

○�　建物出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る通路には注意喚起用床材や誘導用床材

の敷設が求められていない。これは、当該通路を通行する視覚障害者には運転手等の同

行（誘導）が想定されるためである。

○�　視覚障害者の利用上支障がない場合とは、①勾配が20分の１を超えない傾斜である場

合、②高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超えない傾斜である

場合、③主として自動車の駐車の用に供する部分に設けるものである場合、④道等に面

する部分にインターホンを設置する等により、常時勤務する者が道等から直接地上へ通

ずる１の項に定める構造の各出入口まで誘導できる場合、などが考えられる。

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

８　洗面所 　洗面所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する洗面

所を１以上設けること。

⑴　床面は、租面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

⑵�　車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車

いす使用者が利用しやすい空間を設けること。

⑶　水栓器具は、容易に操作できるものとするよう努めること。
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〔解説〕

　洗面所については、滑りにくい材料で仕上げるとともに、車椅子使用者の利用に配慮

し、円滑に利用できる高さの洗面器を１以上設けることとされている。

〔解釈〕

○�　洗面所は、様々な形態がありうることから、「車椅子使用者が円滑に利用できる高さ

の洗面器を１以上設けること」とされ、具体的な寸法等については規定されていない。

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

９　共同浴室 　浴室を設ける場合（居室又は客室の内部に設ける場合を除く。）

においては、次に定める構造の浴室を１以上設けること。

⑴�　高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保

すること。

⑵�　浴槽、手すり等を高齢者、障害者等の利用に配慮したものとす

ること。

⑶�　脱衣場及び洗い場の出入口の幅は、内法80センチメートル以上

とすること。

⑷�　脱衣場及び洗い場の出入口には、車椅子使用者が通過する際に

支障となる段を設けないこと。

⑸　床面は、滑りにくい材料で仕上げること。

⑹　水栓器具は、容易に操作できるものとするよう努めること。

⑺�　高齢者、障害者等が容易に操作できるよう配慮された非常通報

装置を設けるよう努めること。

〔解説〕

　浴室の整備基準は、高齢者、障害者等の円滑な利用や危険防止に配慮したものとなって

いる。

　なお、従業員専用の浴室などは整備基準の対象とならない。

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

10�　客席及び観

覧 席 （ 以 下

「客席等」と

いう。）

⑴�　客席等（固定式のものに限る。以下同じ。）を有する施設には、

次に定める構造の車椅子使用者が利用できる部分（以下「車椅子

使用者用席」という。）を客席等の総数が500以下の場合にあって

は２以上、500を超える場合にあってはその総数に500分の１を乗

じて得た数（小数点以下の端数が生じた場合は、その端数は切り

捨てるものとする。）に２を加えて得た数以上設けること。

　①�　１席当たり幅90センチメートル以上、奥行き110センチメート

ル以上とすること。
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　②　床面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、水平とすること。

　③�　車椅子使用者用席の後方に車椅子使用者の出入り及び転回に

支障のない部分を設けること。

⑵�　客席等のある室の１の項に定める構造の出入口から⑴に定める

構造の各車椅子使用者席に至る通路のうち、１以上の通路は、次　

に定める構造とすること。

　①　幅は、120センチメートル以上とすること。

　②�　高低差がある場合には、２の項の⑸の①、②及び⑤に定める

構造の傾斜路及びその踊場を設けること。

⑶　難聴者の聴力を補う集団補聴装置等を設けるよう努めること。

〔解説〕

　客席等については、500席以下の場合は少なくとも２席、1,000席の場合は少なくとも４

席の車椅子使用者用席を設置するものとされている。

〔解釈〕

○�　車椅子使用者席に至る通路の幅員120cmは、人が横向きになれば車椅子とすれ違える

幅である。

整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

11�　受付カウン

ター及び記載台

（以下「受付カ

ウンター等」と

いう。）

⑴�　受付カウンター等を設ける場合においては、車椅子使用者の利

用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車椅子使用者が利用し

やすい空間を設けた受付カウンター等を１以上設けるよう努める

こと。

⑵�　病院において利用者の呼出しを行う受付カウンター等には、音

声によるほか、文字による呼出し装置を設けるよう努めること。

〔解説〕

　受付カウンター等を設置する場合には、車椅子使用者の利用に配慮したものとするよう

努めることとされている。

　また、病院の利用者の呼出しを行う受付カウンター等においては、視聴覚障害者に配慮

したものとするよう努めることとされている。

〔解釈〕

○�　「車いす使用者の利用に配慮した高さ～空間」とは、天板の高さを70～75cm程度、下

部に65～70cm程度の高さ、奥行き45cm以上のスペースを確保した構造である。
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整　備　箇　所 整　　　備　　　基　　　準

12　公衆電話所 　公衆電話所を設ける場合においては、当該公衆電話所は、次に定

める構造とするよう努めること。

⑴�　公衆電話機を設置するための台のうち１以上のものは、車椅子

使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車椅子使用

者が利用しやすい空間を設けること。

⑵�　公衆電話所に出入口を設ける場合においては、当該出入口は１の

　項に定める構造に準じたものとすること。

⑶�　難聴者及び視覚障害者に対応した公衆電話機及び公衆ファクシ

ミリを設けるよう努めること。

〔解説〕

　公衆電話所を設置する場合には、車椅子使用者、難聴者及び視覚障害者用の利用に配慮

したものとするよう努めることとされている。

〔解釈〕

○�　「車椅子使用者の利用に配慮した高さ～空間」とは、天板の高さを70～75cm程度、下

部に65～70cm程度の高さ、奥行き45cm以上のスペースを確保した構造である。

整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

13　休憩所 　別表第１の建築物のうち、１の項から４の項まで、６の項、９の

項から11の項まで、13の項から15の項まで、18の項から23の項まで

及び25の項から27の項までの公共的施設には、休憩用の施設を設け

るよう努めること。

〔解説〕

　対象施設は、一定時間の利用が見込まれるため、休憩用の施設の設置に努めることとさ

れている。

〔解釈〕

○�　「休憩用の施設」とは、ベンチ、テーブル等様々な形態がありうることから、具体的

な品目等については規定されていない。

整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

14　授乳場所 　別表第１の建築物のうち、６の項、９の項のうち体育館、10の

項、20の項のうち保健所及び市町村保健センター並びに27の項のう

ち以上の公共的施設を含むものには、当該公共的施設に授乳場所を

設置し、ベビーベッド�、椅子その他授乳等に必要な設備を設けるよ

う努めること。
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〔解説〕

　対象施設は、乳児連れでの利用が多いと考えられる施設であり、授乳場所を設置するこ

ととされている。

整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

15　水飲器 　水飲器を設ける場合においては、当該水飲器は、次に定める構造

とするよう努めること。

⑴�　水飲器のうち１以上のものは、車椅子使用者の利用に配慮した

高さとし、かつ、その下部に車椅子使用者が利用しやすい空間を

設けること。

⑵　給水栓は、容易に操作できるものとすること。

⑶�　車椅子使用者の利用に配慮した空間を水飲器の周囲に確保する

こと。

〔解説〕

　建築物には利用者の便宜のため水飲器が設けられる場合があるが、この場合、少なくと

も１以上は車椅子使用者の利用に配慮するよう努めることとされている。

〔解釈〕

○　「車椅子使用者の利用に配慮した高さ」とは、70～80cm程度である。

整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

16�　券売機及び

自動販売機(以

下「券売機等｣

という。）

　券売機等を設ける場合においては、当該券売機等は、次に定める

構造とするよう努めること。

⑴�　車椅子使用者が円滑に利用できるように配慮した券売機等を１

以上設けること。

⑵�　運賃等を点字で表示する等視覚障害者が円滑に利用できるよう

に配慮した券売機等を1以上設けること。

〔解説〕

　券売機等の設置に当たっては、車椅子使用者、視覚障害者の利用に配慮したものとする

よう努めることとされている。

〔解釈〕

○�　「車椅子使用者が円滑に利用できるように配慮した券売機等」とは、金銭投入口、操

作ボタン、取出口等の高さは60～100cm程度とし、下部に車椅子のキャスターやひざが

入るよう65cm程度の空間を確保したものである。
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整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

17　案内表示等 ⑴�　案内表示を設ける場合においては、当該案内表示は、高齢者、

障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方

法等に配慮したものとするよう努めること。

⑵�　火災等の非常事態を知らせる非常警報装置を設ける場合におい

ては、当該非常警報装置は、光、音その他の方法により聴覚障害

者及び視覚障害者に非常事態を知らせることができるものとする

よう努めること。

〔解説〕

　案内表示の設置に当たっては、設置箇所、表記方法等に配慮したものとするよう努める

こととされている。

　また、非常警報装置の設置に当たっては、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮したものと

するよう努めることとされている。

〔解釈〕

○�　「設置箇所、表記方法」には、案内表示の位置、高さ、文字や絵の大きさ、表示の工

夫、点字による表示などがある。

整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

18�　更衣室及び

シャワー室（以

下「更衣室等」

という。）

　更衣室等を設ける場合（居室又は客室の内部に設ける場合を除

く。）には、次に定める構造の更衣室等を１以上（男子用及び女子用

の区分があるときは、それぞれ１以上）設けること。

⑴�　高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積を確保

すること。

⑵�　腰掛台、手すり等を高齢者、障害者等の利用に配慮したものと

すること。

⑶�　更衣ブース及びシャワーブースの出入口の幅は、内法80センチ

メートル以上とすること。

⑷�　更衣ブース及びシャワーブースの出入口には、車椅子使用者が

通過する際に支障となる段を設けないこと。

⑸　床面は、滑りにくい材料で仕上げること。

⑹　水栓器具は、容易に操作できるものとするよう努めること。

⑺�　高齢者、障害者等が容易に操作できるよう配慮された非常通報

装置を設けるよう努めること。

〔解説〕

　更衣室等の整備基準は、高齢者、障害者等の円滑な利用や危険防止に配慮したものとな

っている。

　なお、従業員専用の更衣室等は整備基準の対象とならない。
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整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

19　客室 　ホテル又は旅館にあっては、客室のうち１以上の客室は、次に定

める構造とすること。

⑴�　車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積

を確保し、かつ、手すりを適切に配置すること。

⑵　５の項の⑴に定める車椅子使用者用便房を設けること。

⑶�　車椅子使用者が円滑に利用することができる浴室を設けること。

　�ただし、当該客室のあるホテル又は旅館に９の項に定める構造の

共同浴室を設ける場合においては、この限りでない。

〔解説〕

　客室のうち１以上は、車椅子使用者が円滑に利用することができるような構造とするこ

ととされている。

整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

20�　改札口及びレ

ジ通路（商品等

の代金を支払う

場所における

通路をいう。）

（以下｢改札口

等｣という。）

　改札口等を設ける場合においては、次に定める構造の改札口等を

１以上設けること。

⑴　幅は、内法を80センチメートル以上とすること。

⑵　車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

⑶　表面は、租面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

〔解説〕

　改札口等については、不特定かつ多数の者が利用する場合の基準として、①車椅子使用

者が通行可能な構造とすること、②滑りにくい材料で仕上げること、を求めている。

〔解釈〕

○　改札口等の幅80cmは、車椅子が通過できる幅員である。

整　備　箇　所 整　　　　備　　　　基　　　　準

21�　エスカレー

ター�

　エスカレーターを設ける場合においては、当該エスカレーター

は、次に定める構造とするよう努めること。

⑴　ステップの水平部分は、３枚以上とすること。

⑵�　乗降口の両側に設ける移動手すりの水平部分の長さは、ステツ

プの前後それぞれ120センチメートル以上とすること。

〔解説〕

　エスカレーターを設置する場合は、車椅子対応型とするよう求める規定である。

なお、車椅子使用者等がエレベーター等の他の手段により建築物の他の階に移動できる場

合は、条例のうえでは必ずしも整備を必要とするものではない。


